
 

日経経営セミナー 

 

「改正高年齢者雇用安定法と就業規則・賃金改定」 

  

６５歳までの雇用確保が義務となる４月からの改正高年齢者雇用安定法の対応として、企業では再雇

用制度を取り入れる企業が一般的となっています。雇用形態や賃金など労働条件の変更が可能となる

からです。このセミナーでは、改正法の趣旨を活かしかつ企業活力を維持する、継続雇用制度運用と

それに関わる就業規則や賃金改定のポイントを公的制度の利用を交え解説します。 

 

 

 

 

＜日時＞  
 

 ２００６年２月１４日（火）  

１３：３０～１６：３０ 

 

＜会場＞  
 

 日本経済新聞社大阪本社８階会議室  

大阪市中央区大手前１－１－１ 

 

＜講師＞  
 

神戸労働法律研究所所長社会保険労務士・退職年金コンサルタント 
八木 昌孝 氏  
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